
議案第７６号 

 

平成２５年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

平成２５年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金を下記のとおり処分するこ

とについて、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

平成２６年８月２６日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭 

 

記 

 

１ 未処分利益剰余金の額 

   ７６，０９４，３５６円 

 

２ 未処分利益剰余金の処分の方法 

   上記１の額のうち２７，５９３，０００円を減債積立金に積み立てる。 
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